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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 
　

回次
第167期

第１四半期
連結累計期間

第168期
第１四半期
連結累計期間

第167期

会計期間
自 2022年４月１日
至 2022年６月30日

自 2023年４月１日
至 2023年６月30日

自 2022年４月１日
至 2023年３月31日

売上高 (百万円) 14,197 22,806 80,015

経常利益 (百万円) 3,496 10,302 35,933

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(百万円) 2,303 7,082 22,977

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,576 6,335 23,873

純資産額 (百万円) 38,531 57,012 56,602

総資産額 (百万円) 76,797 94,376 95,025

１株当たり四半期（当期）純利
益

(円) 177.17 547.48 1,767.99

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 49.4 60.3 58.7
 

　

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３　１株当たり四半期（当期）純利益は、自己株式数を控除した期中平均株式数により算出しております。な

お、当社の株式給付信託（BBT）において株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式

は、１株当たり四半期（当期）純利益の算定上、期中平均株式数から控除する自己株式に含めております。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、生活関連事業、エネル

ギー事業及びその他の事業の３つのセグメント情報の区分にわたって幅広い事業活動を展開しております。

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の

内容について、重要な変更はありません。

　また、当第１四半期連結累計期間における主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
 

エネルギー事業

(石炭販売分野)

当第１四半期連結会計期間において、Square Resources Holding (No.2) Pty Ltdの全株式を売却したため、持

分法適用の範囲から除外しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会社）

が判断したものであります。

 

（1）財政状態及び経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、生活関連事業のMOS株式会社（生活消費財分野）の子会社化

並びにエネルギー事業の石炭生産分野における石炭価格の上昇などにより、売上高は22,806百万円と前年同期比

8,608百万円（60.6％）の増収となりました。

　営業利益は、エネルギー事業の上記要因などにより、9,890百万円と前年同期比6,394百万円（182.9％）の増益

となりました。

　経常利益は、営業外収益に為替差益232百万円を計上したことなどにより、10,302百万円と前年同期比6,805百

万円（194.6％）の増益となりました。

　親会社株主に帰属する四半期純利益は、税金費用3,251百万円を計上したことなどにより、7,082百万円と前年

同期比4,779百万円（207.5％）の増益となりました。

 
　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　なお、売上高については、セグメント間取引消去前の金額によっております。

 
（生活関連事業）

　売上高は、MOS株式会社（生活消費財分野）の子会社化などにより、8,347百万円と前年同期比186百万円

（2.3％）の増収となったものの、セグメント利益は、三生電子株式会社（産業用製品分野）において受注が減

少したことなどにより、842百万円と前年同期比218百万円（20.6％）の減益となりました。

 
（エネルギー事業）

　売上高は、石炭生産分野における石炭価格の上昇などにより、14,135百万円と前年同期比8,426百万円

（147.6％）の増収となり、セグメント利益は9,482百万円と前年同期比6,693百万円（240.0％）の増益となり

ました。

 
（その他の事業）

　売上高は354百万円と前年同期比６百万円（1.7％）の減収となり、セグメント利益は50百万円と前年同期比

４百万円（9.5％）の増益となりました。
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（資産）

　資産合計は94,376百万円となり、前連結会計年度末に比べ649百万円(0.7％)の減少となりました。主な要因

は、現金及び預金の増加などによる流動資産の増加921百万円（1.5％）があったものの、投資有価証券の減少

などによる固定資産の減少1,571百万円(4.9％)によるものであります。

 
（負債）

 負債合計は37,363百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,060百万円(2.8%)の減少となりました。主な要因

は、支払手形及び買掛金の減少などによる流動負債の減少600百万円（2.3％）、並びに長期借入金の減少など

による固定負債の減少459百万円（3.8％）によるものであります。

 
（純資産）

 純資産合計は57,012百万円となり、前連結会計年度末に比べ410百万円(0.7％)の増加となりました。主な要

因は、為替換算調整勘定の減少などによるその他の包括利益累計額の減少754百万円（55.1％）があったもの

の、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上などによる株主資本の増加1,859百万円(3.4％)によるものであ

ります。

 
（2）生産、受注及び販売の実績

（販売実績）

当第１四半期連結累計期間において、エネルギー事業の販売実績が著しく増加しております。

これは、石炭生産分野における石炭価格の上昇によるものであり、14,128百万円と前年同期比8,432百万円

（148.0％）の増加となっております。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当社は、2023年５月16日に丸紅株式会社から、同社が保有する、MOS株式会社（以下、「MOS」）の株式全てを

当社に売却できる権利（プットオプション）を行使する旨の通知を受領し、2023年５月23日に同社が保有するMOS

の株式全て（49.9％）を追加取得いたしました。

詳細につきましては、「 第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表等　注記事項（企業結合等関係）」をご

参照ください。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2023年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(2023年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,064,400 13,064,400
東京証券取引所
プライム市場　
福岡証券取引所

単元株式数は
100株であります。

計 13,064,400 13,064,400 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2023年４月１日～
2023年６月30日

－ 13,064,400 － 8,571 － 6,219
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できないことから、直前の基準日である2023年３月31日の株主名簿により記載しております。

 
① 【発行済株式】

   2023年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 70,700
 

700 －

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,943,500
 

129,435 －

単元未満株式 普通株式 50,200
 

－ 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 13,064,400 － －

総株主の議決権 　－ 130,135 －
 

 

(注) １　「完全議決権株式（自己株式等）」欄には当社所有の自己株式が700株、株式会社日本カストディ銀行（信

託Ｅ口）が所有する当社株式70,000株（議決権700個）が含まれております。

２　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権

１個）含まれております。　

３　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式37株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2023年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式
数の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
三井松島ホールディングス株式会社

福岡市中央区大手門
１－１－１２

700 70,000 70,700 0.54

計 － 700 70,000 70,700 0.54
 

(注) １　他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（BBT)」制度の
信託財産として拠出

株式会社日本カストディ銀行
（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１－８－１２

 

(注) ２　2023年５月15日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得等により、当第１四半期会計期間末日現在の自

己株式は232,903株となっております。

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第

64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2023年４月１日から2023年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 39,468 41,749

  受取手形、売掛金及び契約資産 13,877 12,492

  商品及び製品 5,876 5,587

  仕掛品 898 852

  原材料及び貯蔵品 1,504 1,362

  その他 1,691 2,182

  貸倒引当金 △78 △67

  流動資産合計 63,237 64,159

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 3,215 3,239

   機械装置及び運搬具（純額） 1,019 961

   土地 7,425 7,397

   その他（純額） 1,086 1,075

   有形固定資産合計 12,747 12,673

  無形固定資産   

   のれん 12,671 12,459

   その他 786 653

   無形固定資産合計 13,457 13,112

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,935 2,859

   その他 2,807 2,741

   貸倒引当金 △1,159 △1,171

   投資その他の資産合計 5,582 4,430

  固定資産合計 31,788 30,216

 資産合計 95,025 94,376

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 7,888 6,540

  短期借入金 6,846 7,854

  未払法人税等 3,442 4,092

  賞与引当金 965 562

  その他 7,187 6,678

  流動負債合計 26,330 25,729

 固定負債   

  長期借入金 5,814 5,447

  役員株式給付引当金 129 123

  退職給付に係る負債 758 724

  資産除去債務 2,870 2,841

  その他 2,519 2,497

  固定負債合計 12,093 11,633

 負債合計 38,423 37,363
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 8,571 8,571

  資本剰余金 4,812 3,164

  利益剰余金 41,174 45,121

  自己株式 △150 △590

  株主資本合計 54,407 56,267

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 393 574

  繰延ヘッジ損益 7 △374

  土地再評価差額金 1,411 1,411

  為替換算調整勘定 △441 △995

  その他の包括利益累計額合計 1,370 616

 非支配株主持分 823 128

 純資産合計 56,602 57,012

負債純資産合計 95,025 94,376
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年６月30日)

売上高 14,197 22,806

売上原価 8,523 10,558

売上総利益 5,674 12,248

販売費及び一般管理費   

 人件費 808 834

 福利厚生費 166 163

 減価償却費 57 52

 のれん償却額 191 211

 その他 955 1,095

 販売費及び一般管理費合計 2,179 2,357

営業利益 3,495 9,890

営業外収益   

 受取利息 2 152

 受取配当金 31 23

 持分法による投資利益 67 -

 為替差益 - 232

 その他 40 60

 営業外収益合計 141 469

営業外費用   

 支払利息 38 31

 為替差損 69 -

 その他 32 26

 営業外費用合計 140 57

経常利益 3,496 10,302

特別利益   

 固定資産売却益 0 58

 その他 1 -

 特別利益合計 2 58

特別損失   

 固定資産除却損 1 2

 投資有価証券売却損 - 14

 その他 2 1

 特別損失合計 3 18

税金等調整前四半期純利益 3,495 10,342

法人税、住民税及び事業税 1,091 3,097

法人税等調整額 147 154

法人税等合計 1,238 3,251

四半期純利益 2,256 7,090

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△47 7

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,303 7,082
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年６月30日)

四半期純利益 2,256 7,090

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 21 180

 繰延ヘッジ損益 253 △381

 為替換算調整勘定 1,072 △259

 持分法適用会社に対する持分相当額 △26 △295

 その他の包括利益合計 1,320 △754

四半期包括利益 3,576 6,335

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 3,618 6,327

 非支配株主に係る四半期包括利益 △42 8
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第１四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)

　当第１四半期連結会計期間において、Square Resources Holding (No.2) Pty Ltdの全株式を売却したため、持分

法適用の範囲から除外しております。
 

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。
　

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

　　至　2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2023年４月１日

　　至　2023年６月30日）

 減価償却費 294百万円 396百万円

 のれんの償却額 191 〃 211 〃
 

 
(株主資本等関係)

１ 前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

(1) 配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年５月13日
取締役会

普通株式 1,045 80 2022年３月31日 2022年５月27日 利益剰余金
 

 
(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 
２ 当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)

(1) 配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年５月15日
取締役会

普通株式 3,135 240 2023年３月31日 2023年５月30日 利益剰余金
 

 
(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 
(3) 株主資本の著しい変動

　（子会社株式の追加取得等）

　　当社は、2023年５月23日付で、連結子会社MOS株式会社の株式を追加取得したこと等により、当第１四半期連結

累計期間において、資本剰余金が1,648百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が3,164

百万円となっております。

 
　（自己株式の取得）

　　当社は、2023年５月15日開催の取締役会において、当社普通株式2,000,000株、取得価額の総額3,000百万円を

上限とした自己株式の取得を決議し、当第１四半期連結累計期間において当社普通株式162,000株を439百万円で

取得いたしました。この自己株式取得等により、当第１四半期連結会計期間末において自己株式が590百万円と

なっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結損
益計算書計上

額
 

生活関連 エネルギー 計

売上高        

外部顧客への
売上高

8,153 5,696 13,850 347 14,197 － 14,197

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

6 12 19 12 32 △32 －

計 8,160 5,708 13,869 360 14,230 △32 14,197

セグメント利益 1,061 2,788 3,849 45 3,895 △399 3,495
 

　

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業及び港湾事業等を

含んでおります。

 ２　調整額は、以下のとおりであります。

(1) 売上高の調整額△32百万円は、セグメント間取引消去△32百万円であります。

(2) セグメント利益の調整額△399百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。

 
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結損
益計算書計上

額
 

生活関連 エネルギー 計

売上高        

外部顧客への
売上高

8,337 14,128 22,466 340 22,806 － 22,806

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

9 6 16 14 30 △30 －

計 8,347 14,135 22,483 354 22,837 △30 22,806

セグメント利益 842 9,482 10,324 50 10,374 △483 9,890
 

　

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業及び港湾事業等を

含んでおります。

 ２　調整額は、以下のとおりであります。

(1) 売上高の調整額△30百万円は、セグメント間取引消去△30百万円であります。

(2) セグメント利益の調整額△483百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。
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(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

子会社株式の追加取得

 (1)取引の概要

① 結合当事企業の名称及び事業の内容

　  結合当事企業の名称　　MOS株式会社（当社の連結子会社）

 　　 事業の内容　　　　　　レジロール用記録紙等のロール製品の加工販売

② 企業結合日

　 2023年５月23日（みなし取得日2023年４月１日）

③ 企業結合の法的形式

　非支配株主からの株式取得

④ 結合後企業の名称

　名称に変更はありません。

⑤ その他の取引の概要に関する事項

当社は、2023年５月16日に丸紅株式会社から、同社が保有する、当社連結子会社のMOS株式会社（以下、　

「MOS」）の株式全てを当社に売却できる権利（プットオプション）を行使する旨の通知を受領し、2023年

５月23日に同社が保有するMOSの株式全て（49.9％）を追加取得いたしました。

 
 (2)実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取

引等のうち非支配株主との取引として会計処理しております。

 
 (3)子会社株式の追加取得に関する事項

 取得の対価 現金 2,345百万円

 取得原価  2,345百万円
 

 
 (4)非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

① 資本剰余金の主な変動要因

    子会社株式の追加取得

 ② 非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額

　　 1,640百万円
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社の売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社の報告セグメントを財又はサービ

スの種類別に分解した場合の内訳は、以下のとおりです。

 
前第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント その他

(注)１
調整額
(注)２

合計
生活関連 エネルギー

生活消費財 3,745 － － － 3,745

産業用製品 4,348 － － － 4,348

石炭 － 5,593 － － 5,593

再生可能エネルギー － 102 － － 102

その他 59 － 347 － 407

外部顧客への売上高 8,153 5,696 347 － 14,197

セグメント間の内部

売上高又は振替高
6 12 12 △32 －

計 8,160 5,708 360 △32 14,197
 

（注）１　「その他」は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業及び港湾事業等を含んで

おります。

２　調整額は、セグメント間取引消去△32百万円であります。

 
当第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント その他

(注)１
調整額
(注)２

合計
生活関連 エネルギー

生活消費財 5,925 － － － 5,925

産業用製品 2,412 － － － 2,412

石炭 － 14,048 － － 14,048

再生可能エネルギー － 80 － － 80

その他 － － 340 － 340

外部顧客への売上高 8,337 14,128 340 － 22,806

セグメント間の内部

売上高又は振替高
9 6 14 △30 －

計 8,347 14,135 354 △30 22,806
 

（注）１　「その他」は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業及び港湾事業等を含んで

おります。

２　調整額は、セグメント間取引消去△30百万円であります。

３　当第１四半期連結累計期間より、生活関連事業内の分野を変更しております。現状の事業内容を勘案し

た結果、 従来、飲食用資材・衣料品・事務機器・ペットフード・住宅関連部材に区分していたものを

「生活消費財」へ集約し、電子部品・電力関連資材に区分していたものを「産業用製品」に集約してお

ります。このため、前第１四半期連結累計期間については、変更後の数値に組み替えております。

EDINET提出書類

三井松島ホールディングス株式会社(E00037)

四半期報告書

15/19



 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)

１株当たり四半期純利益 177.17円 547.48円

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 2,303 7,082

    普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

2,303 7,082

   普通株式の期中平均株式数(千株) 13,001 12,937
 

(注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　当社の株式給付信託（BBT）において株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式は、１

株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。な

お、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第１四半期連結累計期間において62,150株、当第１四半

期連結累計期間において70,000株であります。

 
２ 【その他】

2023年５月15日開催の取締役会において、2023年３月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとお

り期末配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 3,135百万円

② １株当たりの金額 240円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2023年５月30日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 
2023年8月9日

 

三井松島ホールディングス株式会社

   取　 締　 役　 会  御中
 

 
 

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
 

福　　岡　　事　　務　　所
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 増　村　正　之  

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 城　戸　昭　博  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三井松島ホール

ディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（2023年4月1日か

ら2023年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（2023年4月1日から2023年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三井松島ホールディングス株式会社及び連結子会社の2023年6月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
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て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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